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１．文部科学省の情報モラル教育に関する最新

施策

（１） 新学習指導要領及が求める「全ての教科等にお

ける全ての教員による」情報モラル教育

新学習指導要領では、小学校・中学校・高等学校と

も、総則の「指導計画の作成等（教育課程の実施等）

に当たって配慮すべき事項」の中で、「各教科（・科目）

等の指導に当たっては、児童（生徒）が…＜中略＞…

情報モラルを身に付け…＜後略＞…」と記述し、「全て

の教科等における全ての教員による情報モラル教育」

の実施を求めている。

また、小学校・中学校の道徳の「指導に当たっての

配慮事項（指導計画の作成と内容の取扱い）」の中で「児

童（生徒）の発達の段階や特性等を考慮し、道徳の内

容との関連を踏まえ、情報モラルに関する指導に留意

すること」と記述して、情報モラル教育の道徳の中へ

の位置づけも明確にした。

さらに、「教育の情報化に関する手引」（文部科学省、

平成２１年３月）では、「第５章 学校における情報モ

ラル教育と家庭・地域との連携」の中で、各教科等に

おける具体的な情報モラル教育の具体例も掲げ、すべ

ての教員がすべての教科等において情報モラル教育を

実施していくことを促すとともに、家庭・地域と連携

した情報モラル教育の実施を求めている。

（２） 文部科学省国立教育政策研究所による、各教科

等における情報モラル教育の内容提示

上記の通り、新学習指導要領は「全ての教科等にお

ける全ての教員による情報モラル教育」の実施を求め

ているが、それだけでは、これまで大部分の教員が情

報モラル教育を行った経験がないことを考えると、情

報モラル教育の理念・理論と、どの教科等でどのよう

に情報モラル教育を行ったらよいのかを適切に理解し、

具体的に実践していくことが極めて困難であることが

容易に想像できる。

そこで、各教科調査官で構成されている文部科学省

国立教育政策研究所では、藤村を主査とし「情報モラ

ル教育に関する調査研究企画委員会」を立ち上げ、委

員と各教科調査官により、「情報モラル教育入門ハンド

ブック」を作成した。その中では、情報モラル教育の

理念・理論、各学校でカリキュラムに情報モラル教育

を組み込むための「情報モラル指導カリキュラムチェ

ックリスト」、各教科等で義務づけられた指導内容を明

示した「学習指導要領及びその解説における情報モラ

ルに関する記載箇所」、「情報モラル教育指導例」が示

された。しかも、同ハンドブックは、従来各学校 1 冊

のみ配布され一般教員が目にすることができなかった

多くの文部科学省の指導資料と異なり、すべての教員

が目にすることができるよう、すべての小・中学校で

各学年 1 冊＋αで配布される。

 
２．「親子のためのネット社会の歩き方セミナ

ー」検討委員会の活動 
ＣＥＣでは、上記の「全ての教科等における全ての

教員による情報モラル教育」と、「学校・家庭・地域が

連携した情報モラル教育」を支援するため、2008年度

からＪＫＡ（旧日本自転車振興会）補助事業として、

「親子のためのネット社会の歩き方セミナー」事業を

始め、本年はその３年目に当たる。平成 2010 年度は、

「親子のためのネット社会の歩き方セミナー」検討委

員会委員を全国に派遣してセミナーを実施すると共に、

図１ 『情報モラル教育入門ハンドブック』と「学習指導要領及びその解説における情報モラルに関する記述箇所」 
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図５ 読み上げ原稿付き小学校保護者・教師用教材 

２つのワーキンググループを設置して、教材開発を行

った。

（１） 全国１５カ所でのセミナー実施

2010 年度は、前述の

検討委員会委員を講師

として無償で派遣し、

児童・生徒を対象とし

た情報モラルセミナー

（授業）と、保護者・

教員を対象とした情報

モラルセミナー（ワー

クショップ、講演等）

をセットで行う「親子

のためのネット社会の

歩き方セミナー」を、

全国１５カ所で行った。

これらのセミナーは、

各学校・地域では、従来の「学校中心の情報モラル教

育」から「学校・家庭・地域が連携した情報モラル教

育」への転換を図るきっかけとなっている。この際、

児童・生徒用（２０ページ構成）と保護者用（児童生

徒用との合本・３２ページ構成）の２種類のテキスト

を配布し、活用している。なお、このテキストは、Ｃ

ＥＣのホームページらダウンロードすることもできる。

なお、情報モラル教育セミナー講師養成のための「ネ

ット社会歩き方セミナー」の平成２３年度申し込みは、

各都道府県・指定都市、中核市教育委員会から 2011
年３月２５日必着で受付け中である。

（２） ２つのワーキンググループの設置

２つのワーキンググループのうち、一つは、児童・

生徒向け、保護者・教員向け情報モラルセミナーの講

師を、各学校の先生方が務め、実践を広げることがで

きるようにする PowerPoint による「指導者用教材」

を開発した「指導者用教材ワーキンググループ」、もう

一つは、先生方が実際に指導する際に使用できるアニ

メーション教材を開発した「Ｗｅｂ教材ワーキンググ

ループ」である。それぞれの活動については、後述す

る。

３．「親子のためのネット社会の歩き方セミナ

ー」指導者用教材の開発 

新学習指導要領に示された「全ての教科等における

全ての教員による情報モラル教育」の実施を支援する

ため、情報モラル教育に関する地域研修会・校内研修

会、保護者向け研修会の講師養成と、児童・生徒に対

する情報モラル授業の実施が可能となるように、新学

習指導要領等と「親

子のためのネット社

会の歩き方セミナ

ー」テキストに準拠

した PowerPoint ス
ライド教材を開発し

た。児童・生徒用教

材は、難しい言葉の

読み仮名を示しわか

りやすくした「小学

校児童用教材」と、携帯電話所持・トラブル頻発など

の実態も踏まえた「中学校・高等学校生徒用教材」の

２種類を用意した。

保護者用・教師用

教材は、発達と実

態の違いを踏まえ

た「小学校保護

者・教師用教材」

と「中学校・高等

学校保護者・教師

用教材」の２種類

を用意した。

いずれも、読み上げ原稿を添え、高度な専門知識が

なくても研修会講師を務めることができるようにした。 

 

また、それを有効活用するための発表者ツールと２

画面機能の設定の仕方、テキストの部分拡大表示をす

るためのフリーソフト Zoom Itの活用の仕方などに関

するスライドショーも用意した。

４．「ネット社会の歩き方」教材の全面改訂 

日本で最も活用されている情報モラル教育Ｗｅｂ教

材の一つ「ネット社会の歩き方」の全面改訂（アニメ

ーションは全て新作）を行った。最近の学校情報環境

に合わせ大画面・高画質化すると共に、出会い系サイ

トに変わってケータイ・コミュニケーションサイトで

の被害が増大しているなどの最新状況に合わせ１０教

材を新作し、各教科等での実施を強く意識して教材改

訂作業を行った。また、新学習指導要領、『情報モラル

入門ハンドブック』に対応し、従来の内容別インデッ

クスに加え、学校種・教科等別インデックス等も加え

て、「全ての教科等における全ての教員による情報モラ

ル教育」の実施を支援できるようになっている。先生

方の積極的活用を期待している。 

図２ 保護者用テキスト 

図４ 中・高生徒用教材 

図３ 小学校児童用教材 

図６ 「ネット社会の歩き方」教材 

ＣＥＣ成果発表会 
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